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平成26年４月より消費税が８％に引き上げられることから、
保険料および現場検査手数料を改定いたします。
保険申込日および最終現場検査完了日によって適用料金が異なりますので、
ご注意ください。

H26.4/1

消費増税に伴い、
保険料および現場検査手数料を改定いたします。

H26.2/1

現行の保険料 改定後の保険料

保険申込日が2月1日～3月31日かつ、

現行の現場検査手数料 改定後の現場検査手数料最終現場検査日によって異なります

①最終現場検査完了日が3月31日以前⇒ 現行の現場検査手数料
②最終現場検査完了日が4月1日以降 ⇒ 改定後の現場検査手数料

保険料について

平成26年4月1日以降に保険申込みいただく契約から、新保険料を適用いたします。

現場検査手数料について
平成26年2月1日以降に保険申込みいただき、かつ、最終現場検査完了日が平成26年4月1日以降
の契約から、新現場検査手数料を適用いたします。

保険料

現場検査手数料

保険申込日※が以下のどの期間に当てはまるかによって、適用料金が異なります。

※現場検査が複数回ある場合、最終現場検査完了日が平成26年4月1日以降であれば、それ以前の現場検査完了日
が平成26年3月31日以前の場合であっても、全ての現場検査手数料について新料金を適用します。
※保険申込時にお伝えいただいた最終現場検査予定日で検査手数料をいただきますので、最終現場検査完了日に
より、料金が変更となる場合があります。その場合、差額を追徴または返戻させていただきます。

料金の改定時期のイメージ図

さらに

※改定後の料金等の詳細は、改めてご案内いたします。

届出事業者の皆様へ

※保険申込日は、保険契約申込書の「申込日」にご記入いただいた日とします。


